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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数個の２次電池の直列接続体として構成される組電池における単一の２次電池及び隣
接するいくつかからなる２次電池のいずれかである単位電池の電圧を所望の電圧まで放電
させることで前記各単位電池の電圧を調整する組電池の電圧調整装置において、
　前記各単位電池と並列に接続される放電経路と、
　前記単位電池の電圧が所望の電圧となるときにおける前記放電経路を流れる実際の電流
値が、前記放電経路の両端の電圧及び前記放電経路を流れる電流値についての原点とこれ
らについての前記放電開始時の実際の値とを結ぶ直線によって定まる前記所望の電圧とな
るときにおける値よりも小さくて且つゼロより大きくなるように、前記放電経路を流れる
電流を制限する制限手段を備えることを特徴とする組電池の電圧調整装置。
【請求項２】
　前記制限手段は、放電電流が流れる前記放電経路の抵抗値を、前記単位電池の電圧が低
下するほど増大させる抵抗可変手段を備えて前記放電経路を流れる電流がゼロとなる以前
においてその値を制限することを特徴とする請求項１記載の組電池の電圧調整装置。
【請求項３】
　前記放電経路は、前記各単位電池と並列接続された複数の経路からなって且つ該複数の
経路のそれぞれが抵抗体及び当該放電経路の導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子
を備えて構成されてなり、
　前記抵抗可変手段は、前記スイッチング素子を操作することで前記放電に用いる放電経



(2) JP 4888041 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

路を選択することを特徴とする請求項２記載の組電池の電圧調整装置。
【請求項４】
　前記放電経路は、抵抗体及びスイッチング素子を備えて構成され、
　前記制限手段は、オペアンプを備えて構成され、
　該オペアンプの出力信号が前記スイッチング素子の導通制御端子に出力され、前記オペ
アンプの一方の入力端子が前記抵抗体及び前記スイッチング素子の接続点に接続され、前
記オペアンプの他方の入力端子にゼロよりも大きな電圧が印加されてなることを特徴とす
る請求項１記載の組電池の電圧調整装置。
【請求項５】
　前記オペアンプの出力端子及び前記スイッチング素子の導通制御端子間の導通及び遮断
を切り替える切替手段を更に備え、
　前記電圧の調整が所望されるときに前記切替手段を導通状態とすることを特徴とする請
求項４記載の組電池の電圧調整装置。
【請求項６】
　前記制限手段は、前記オペアンプの他方の入力端子に、前記組電池の常用域における前
記単位電池の電圧と等しい電圧を印加することを特徴とする請求項４又は５記載の組電池
の電圧調整装置。
【請求項７】
　前記放電経路は、前記各単位電池と並列接続された複数の経路からなって且つ該複数の
経路のそれぞれが前記放電経路の導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子及び定電流
放電手段を備えて構成されてなり、
　前記制限手段は、前記スイッチング素子を操作することで前記放電に用いる放電経路を
選択することで、前記単位電池の電圧が低下するほど前記放電経路を流れる電流をゼロよ
りも大きい値であって且つ前記単位電池の電圧の低下前の値に対して減少させることを特
徴とする請求項１記載の組電池の電圧調整装置。
【請求項８】
　前記制限手段は、前記単位電池の電圧の変化に対する前記放電経路を流れる電流の変化
速度を変更することで前記所望の電圧となるときに実際に流れる電流を制限することを特
徴とする請求項１記載の組電池の電圧調整装置。
【請求項９】
　前記制限手段は、放電電流が流れる前記放電経路の抵抗値を、前記単位電池の電圧が低
下するほど増大させる抵抗可変手段を備えることを特徴とする請求項８記載の組電池の電
圧調整装置。
【請求項１０】
　前記放電経路は、前記各単位電池と並列接続された複数の経路からなって且つ該複数の
経路のそれぞれが前記放電経路の導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子及び抵抗体
を備えて構成されてなり、
　前記抵抗可変手段は、前記スイッチング素子を操作することで前記放電に用いる放電経
路を選択することを特徴とする請求項９記載の組電池の電圧調整装置。
【請求項１１】
　前記放電経路は、前記各単位電池と並列接続された複数の経路からなって且つ該複数の
経路のそれぞれが前記放電経路の導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子及び定電流
放電手段を備えて構成されてなり、
　前記制限手段は、前記スイッチング素子を操作することで前記放電に用いる放電経路を
選択することを特徴とする請求項８記載の組電池の電圧調整装置。
【請求項１２】
　前記単位電池の電圧の平均値を検出する平均値検出手段と、
　前記単位電池のうちその電圧が前記平均値よりも高いものを前記放電経路により放電さ
せる放電手段とを更に備えることを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載の組電池
の電圧調整装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数個の２次電池の直列接続体として構成される組電池における単一の２次
電池及び隣接するいくつかからなる２次電池のいずれかである単位電池の電圧を所望の電
圧まで放電させることで各単位電池の電圧を調整する組電池の電圧調整装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばハイブリッド車等には、複数個の２次電池の直列接続体として構成される組電池
が搭載されている。ただし、ハイブリッド車等において、各２次電池の温度ばらつきや組
電池自身の個体差等により、各２次電池の残存容量がばらつき、各２次電池の電圧にばら
つきが生じることがある。そこで上記２次電池をニッケル水素電池とする組電池を用いる
場合には、組電池をわずかに過充電することにより、全ての２次電池を満充電する手法が
とられている。
【０００３】
　これに対し、２次電池としてのリチウム電池は、過充電により劣化が促進される性質を
有する。このため、上記２次電池をリチウム電池とする組電池にあっては、過充電により
全ての２次電池を満充電する手法を採用すると、その信頼性を高く維持することが困難と
なる。
【０００４】
　そこで従来は、例えば下記特許文献１に見られるように、各２次電池と並列に放電経路
を接続するとともに、各２次電池の電圧を検出し、電圧の高い２次電池を放電経路により
放電させることで各２次電池の電圧を調整する電圧調整装置も提案されている。
【特許文献１】特開２００５－５６６５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記電圧調整装置において、例えば各２次電池と各放電経路とを接続するコ
ネクタ部分の接触抵抗が上昇する場合には、放電経路の電圧降下とコネクタ部分の電圧降
下との和が２次電池の電圧となる。このため、放電経路の電圧降下を所望の電圧まで低下
させたとしても、２次電池の電圧は、所望の電圧に対しコネクタ部分の電圧降下分だけ誤
差を有する。ここで、誤差を低減するためには、放電経路の抵抗値を増大させればよいが
、この場合、放電経路を流れる電流が小さくなるため、放電時間が長期化する。
【０００６】
　なお、上記リチウム電池にて構成される組電池に限らず、組電池を構成する単位電池の
電圧を所望の電圧まで放電させることで各２次電池の電圧を調整するものにあっては、所
望の電圧に高精度に調整することと調整に要する時間を短縮することとが互いに相反する
関係にあるこうした実情も概ね共通したものとなっている。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、組電池を構成
する各単位電池の電圧を所望の電圧まで放電させることで各単位電池の電圧を調整するに
際し、所望の電圧に高精度に調整することと短時間で調整することとの好適な両立を図る
ことのできる組電池の電圧調整装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するための手段、及びその作用効果について記載する。
【０００９】
　請求項１記載の発明は、前記各単位電池と並列に接続される放電経路と、前記単位電池
の電圧が所望の電圧となるときにおける前記放電経路を流れる実際の電流値が、前記放電
経路の両端の電圧及び前記放電経路を流れる電流値についての原点とこれらについての前
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記放電開始時の実際の値とを結ぶ直線によって定まる前記所望の電圧となるときにおける
値よりも小さくて且つゼロより大きくなるように、前記放電経路を流れる電流を制限する
制限手段を備えることを特徴とする。
【００１０】
　上記構成において、放電経路を単純に抵抗体を備える構成とする場合、放電経路を流れ
る電流は、放電経路の両端の電圧及び放電経路を流れる電流値についての原点とこれらに
ついての放電開始時の実際の値とを結ぶ直線によって定まる。ここで、放電に要する時間
を短縮するためには、放電経路の抵抗値を低減することが望まれる。ただし、この場合、
放電経路と単位電池とを接続する接続点の接触抵抗の増大等が生じると、放電経路の電圧
降下に基づいて単位電池の電圧を所望の電圧に調整する際の精度が低下する。
【００１１】
　この点、上記構成では、所望の電圧となるときの実際の電流値がゼロよりも大きくて且
つ上記直線によって定まる電流値よりも小さくなるように制限することで、調整に要する
時間を短縮しつつも、調整を高精度に行うことができる。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記制限手段は、放電電流が流
れる前記放電経路の抵抗値を、前記単位電池の電圧が低下するほど増大させる抵抗可変手
段を備えて前記放電経路を流れる電流がゼロとなる以前においてその値を制限することを
特徴とする。
【００１３】
　上記構成では、単位電池の電圧が低下するほど放電経路の抵抗値を増大させることで、
単位電池の電圧が所望の電圧近傍となるときの電流値を好適に制限することができる。
【００１４】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の発明において、前記放電経路は、前記各単位電
池と並列接続された複数の経路からなって且つ該複数の経路のそれぞれが抵抗体及び当該
放電経路の導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子を備えて構成されてなり、前記抵
抗可変手段は、前記スイッチング素子を操作することで前記放電に用いる放電経路を選択
することを特徴とする。
【００１５】
　上記構成では、放電経路をスイッチング素子及び抵抗体を備える複数の経路として構成
することで、抵抗可変手段をスイッチング素子を操作するという簡易な手段として構成す
ることが可能となる。
【００１６】
　請求項４記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記放電経路は、抵抗体及びス
イッチング素子を備えて構成され、前記制限手段は、オペアンプを備えて構成され、該オ
ペアンプの出力信号が前記スイッチング素子の導通制御端子に出力され、前記オペアンプ
の一方の入力端子が前記抵抗体及び前記スイッチング素子の接続点に接続され、前記オペ
アンプの他方の入力端子にゼロよりも大きな電圧が印加されてなることを特徴とする。
【００１７】
　上記構成では、放電経路を流れる電流は、放電経路の両端の電圧が他方の入力端子に印
加される電圧と等しくなることでゼロとなる。このため、放電経路の両端に印加される電
圧と放電経路を流れる電流とによって描かれる直線は、放電経路の両端の電圧及び放電経
路を流れる電流値についての原点とこれらについての放電開始時の実際の値とを結ぶ直線
と比較して、同一電圧に対しては小さな電流値を定めるものとなる。このため、所望の電
圧となるときの実際の電流値を、放電経路の両端の電圧及び放電経路を流れる電流値につ
いての原点とこれらについての放電開始時の実際の値とを結ぶ直線によって定まる所望の
電圧となるときの電流値よりも小さくすることができる。
【００１８】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載の発明において、前記オペアンプの出力端子及び
前記スイッチング素子の導通制御端子間の導通及び遮断を切り替える切替手段を更に備え



(5) JP 4888041 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

、前記電圧の調整が所望されるときに前記切替手段を導通状態とすることを特徴とする。
【００１９】
　上記構成では、切替手段を備えることで、電圧の調整が所望されないときには、放電経
路を用いた放電を回避することができる。
【００２０】
　請求項６記載の発明は、請求項４又は５記載の発明において、前記制限手段は、前記オ
ペアンプの他方の入力端子に、前記組電池の常用域における前記単位電池の電圧と等しい
電圧を印加することを特徴とする。
【００２１】
　上記構成では、他方の入力端子に上記常用域における電圧と等しい電圧を印加すること
で、所望の電圧となる近傍において放電経路を流れる電流をゼロとすることができる。こ
のため、電圧の調整をいっそう高精度に行うことができる。
【００２２】
　請求項７記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記放電経路は、前記各単位電
池と並列接続された複数の経路からなって且つ該複数の経路のそれぞれが前記放電経路の
導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子及び定電流放電手段を備えて構成されてなり
、前記制限手段は、前記スイッチング素子を操作することで前記放電に用いる放電経路を
選択することで、前記単位電池の電圧が低下するほど前記放電経路を流れる電流をゼロよ
りも大きい値であって且つ前記単位電池の電圧の低下前の値に対して減少させることを特
徴とする。
【００２３】
　上記構成では、放電に用いる放電経路を可変設定することで、実際に流れる電流を可変
設定することができる。このため、放電に用いる放電経路の可変設定手段として上記制限
手段を構成することができる。
【００３２】
　請求項８記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記制限手段は、前記単位電池
の電圧の変化に対する前記放電経路を流れる電流の変化速度を変更することで前記所望の
電圧となるときに実際に流れる電流を制限することを特徴とする。
【００３３】
　上記構成では、制限手段を備えることで、放電初期に大電流の放電をしつつも放電後期
における放電電流量を制限することが可能となり、ひいては所望の電圧に高精度に調整す
ることと短時間で調整することとの好適な両立を図ることができる。
【００３４】
　請求項９記載の発明は、請求項８記載の発明において、前記制限手段は、放電電流が流
れる前記放電経路の抵抗値を、前記単位電池の電圧が低下するほど増大させる抵抗可変手
段を備えることを特徴とする。
【００３５】
　上記構成では、単位電池の電圧が低下するほど放電経路の抵抗値を増大させることで、
単位電池の電圧が所望の電圧近傍となるときの電流値を好適に制限することができる。
【００３６】
　請求項１０記載の発明は、請求項９記載の発明において、前記放電経路は、前記各単位
電池と並列接続された複数の経路からなって且つ該複数の経路のそれぞれが前記放電経路
の導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子及び抵抗体を備えて構成されてなり、前記
抵抗可変手段は、前記スイッチング素子を操作することで前記放電に用いる放電経路を選
択することを特徴とする。
【００３７】
　上記構成では、放電経路をスイッチング素子及び抵抗体を備える複数の経路として構成
することで、抵抗可変手段をスイッチング素子を操作するという簡易な手段として構成す
ることが可能となる。
【００３８】
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　請求項１１記載の発明は、請求項８記載の発明において、前記放電経路は、前記各単位
電池と並列接続された複数の経路からなって且つ該複数の経路のそれぞれが前記放電経路
の導通及び遮断を切り替えるスイッチング素子及び定電流放電手段を備えて構成されてな
り、前記制限手段は、前記スイッチング素子を操作することで前記放電に用いる放電経路
を選択することを特徴とする。
【００３９】
　上記構成では、放電に用いる放電経路を可変設定することで、実際に流れる電流を可変
設定することができる。このため、放電に用いる放電経路の可変設定手段として上記制限
手段を構成することができる。
【００４０】
　請求項１２記載の発明は、請求項１～１１のいずれかに記載の発明において、前記単位
電池の電圧の平均値を検出する平均値検出手段と、前記単位電池のうちその電圧が前記平
均値よりも高いものを前記放電経路により放電させる放電手段とを更に備えることを特徴
とする。
【００４１】
　上記構成では、単位電池のうちその電圧が平均値よりも高いものを放電経路により放電
させることで、最終的に全ての電圧を均一化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明にかかる組電池の電圧調整装置をハイブリッド車に搭載される組電池の電
圧調整装置に適用した第１の実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００４３】
　図１に、組電池及び電圧調整装置の全体構成を示す。
【００４４】
　図示されるように、組電池１０は、複数（ここではｎ個）のリチウム２次電池（２次電
池Ｂ１～Ｂｎ）の直列接続体として構成されている。組電池１０は、ブレーキ時の制動エ
ネルギ等を車載発電機により電力回収する際の受け皿として機能するとともに、蓄えた電
力を、ＤＣ－ＤＣコンバータを介して低圧（例えば「１２Ｖ」）の車載バッテリに供給す
るものである。また、組電池１０は、車両加速時にはモータでエンジンをアシストする際
の電力供給源として機能する。
【００４５】
　２次電池Ｂ１～Ｂｎには、コネクタＣを介してそれぞれ並列に、２つの放電経路２０，
３０が接続されている。これら放電経路２０，３０は共に、抵抗体２１，３１とスイッチ
ング素子２２，３２との直列接続体を備えている。
【００４６】
　上記放電経路２０，３０と並列に、電圧検出部４０が接続されている。電圧検出部４０
は、各バッテリＢ１～Ｂｎの両端子間の電圧をそれぞれ検出するものである。これら電圧
検出部４０による電圧の検出結果は、電圧比較部５０に取り込まれ、電圧比較部５０は、
電圧検出部４０による電圧の検出結果に基づき、スイッチング素子２２，３２を操作する
。
【００４７】
　詳しくは、電圧比較部５０は、電圧検出部４０により検出される２次電池Ｂ１～Ｂｎの
電圧の平均値を算出し、２次電池Ｂ１～Ｂｎのうち平均値よりも電圧が高いものを放電経
路２０，３０により放電させることでその電圧を平均値に一致させる。これにより、最終
的には、全ての２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧を一致させることができる。
【００４８】
　図２に、電圧比較部５０による放電制御の処理態様を示す。ちなみに、図２では、組電
池１０の有する２次電池Ｂ１～Ｂｎの個数を説明の便宜上２個としている。図２において
、実線は、それぞれ２次電池の電圧であり、一点鎖線はこれら２つの２次電池の電圧の平
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均値である。図示されるように、時刻ｔ１に放電が開始されると、平均値よりも電圧の大
きいものの放電がなされることで、その電圧が低下していく。これに伴い、２次電池の電
圧の平均値も低下する。そして、２つの２次電池の電圧がこれらの平均値と一致する時刻
ｔ２に放電が終了する。
【００４９】
　ところで、例えばコネクタＣの接触抵抗が増大する等、２次電池Ｂ１～Ｂｎと放電経路
２０，３０とによって構成される閉ループ回路中の放電経路２０，３０以外の部分の抵抗
が増大すると、放電処理中にその部分の電圧降下が無視できないものとなる。すなわち、
例えばコネクタＣの接触抵抗が増大して且つ放電経路２０を介して２次電池Ｂ１～Ｂｎの
放電を行う場合、抵抗体２１における電圧降下と、コネクタＣの接触抵抗による電圧降下
との和が、２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧となる。一方、電圧検出部４０では、２次電池Ｂ１
～Ｂｎの電圧として、実際には、放電経路２０の両端の電圧を検出する。このため、電圧
検出部４０によって検出される２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧には、コネクタＣの接触抵抗に
よる電圧降下分の誤差が生じることとなる。
【００５０】
　上記誤差を低減するためには、放電経路２０，３０の抵抗値を増大させることが望まし
い。これにより、放電経路２０，３０による電圧降下に比べてコネクタＣの接触抵抗によ
る電圧降下が無視し得るものとなるからである。しかし、この場合、放電経路２０，３０
を流れる電流量が減少するため、放電に要する時間が長期化する。
【００５１】
　図３（ａ）に、放電経路２０，３０の抵抗値を小さくした場合に放電経路２０，３０を
流れる電流と電圧との関係を示し、図３（ｂ）に、放電経路２０，３０の抵抗値を大きく
した場合に放電経路２０，３０を流れる電流と電圧との関係を示す。図中、一点鎖線にて
、２次電池Ｂ１～Ｂｎの両端の電圧を示し、実線にて放電経路２０，３０の両端の電圧を
示している。また、電圧Ｖ０は放電開始時の２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧を示し、電圧Ｖａ
は、２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧として所望される値を示している。
【００５２】
　図示されるように、放電経路２０，３０の抵抗値が小さい場合には、放電経路２０，３
０を流れる電流を増大させることができるものの、放電経路２０，３０の両端の電圧が所
望の電圧となるときには、２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧は、電圧Ｖａに対して誤差ΔＶ１を
有するものとなる。これに対し、放電経路２０，３０の抵抗値が大きい場合には、放電経
路２０，３０の両端の電圧が所望の電圧となるときの２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧は、電圧
Ｖａに対して誤差ΔＶ２を有するが、この誤差ΔＶ２は誤差ΔＶ１よりも小さいものとな
る。ただし、抵抗値を大きくすると、流れる電流が少なく（最大の電流値Ｉ０２＜Ｉ０１
）、放電に要する時間が長期化する。
【００５３】
　そこで本実施形態では、放電経路２０の抵抗体２１の抵抗値よりも放電経路３０の抵抗
体３１の抵抗値を大きなものとして且つ、実際に放電がなされる経路を放電開始時には放
電経路２０とするとともに放電後期には放電経路３０へと切り替える。これにより、例え
ば図３（ａ）が放電経路２０による放電態様を示し、図３（ｂ）が放電経路３０による放
電態様を示すとすると、放電開始時の電流値を電流値Ｉ０１としつつも、電圧検出部４０
によって検出される電圧が所望の電圧Ｖａとなるときの電流値を、放電経路２０を用いた
場合の電流値Ｉ１よりも小さな電流値Ｉ２とすることができる。
【００５４】
　図４に、本実施形態にかかる放電処理の態様を示す。詳しくは、図４（ａ）に放電経路
２０のスイッチング素子２２の操作態様を示し、図４（ｂ）に放電経路３０のスイッチン
グ素子３２の操作態様を示し、図４（ｃ）に放電がなされている経路の抵抗値を示し、図
４（ｄ）に、電圧検出部４０によって検出される電圧を示す。
【００５５】
　図示されるように、時刻ｔ１１に、まずスイッチング素子２２がオンとされると、放電
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がなされる経路の抵抗値が抵抗体２１の抵抗値となる。これにより、放電が開始されるた
め、電圧検出部４０によって検出される電圧が低下する。そして、時刻ｔ１２において、
スイッチング素子２２をオフとするとともにスイッチング素子３２をオンとすると、放電
がなされる経路の抵抗値が上昇する。このため、２次電池Ｂ１～Ｂｎを含む放電のための
閉ループ回路全体での電圧降下に対する放電経路の電圧降下の比が増大するため、時刻ｔ
１２において電圧が一旦上昇し、その後、放電経路３０を介した放電により電圧が低下し
ていく。そして、時刻ｔ１３に所望の電圧Ｖａとなると、スイッチング素子３２をオフと
することで放電を終了する。
【００５６】
　このように本実施形態によれば、電圧検出部４０によって検出される電圧が所望の電圧
Ｖａ近傍となることで、放電経路を放電経路２０から放電経路３０に切り替えた。これに
より、電圧検出部４０によって検出される電圧が所望の電圧Ｖａ近傍となるときの放電電
流量を制限することができ、ひいては、電圧検出部４０によって２次電池Ｂ１～Ｂｎの電
圧を高精度に検出することができる。したがって、２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧を所望の電
圧Ｖａに高精度に制御することができる。
【００５７】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
【００５８】
　（１）２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧が低下するほど、放電される経路の抵抗値を増大させ
ることで、２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧が所望の電圧近傍となるときの電流値を好適に制限
することができる。
【００５９】
　（２）抵抗値の異なる抵抗体２１，３１がそれぞれ配置された放電経路２０，３０を備
えて且つ、放電経路２０，３０のスイッチング素子２２，３２を操作することで、いずれ
の放電経路を用いるかを切り替えた。これにより、スイッチング素子２２，３２を操作す
るという簡易な手法にて、放電される経路の抵抗値を可変とすることができる。
【００６０】
　（３）２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧の平均値を検出し、２次電池Ｂ１～Ｂｎのうちその電
圧が平均値よりも高いものを放電させることで、最終的に全ての２次電池Ｂ１～Ｂｎの電
圧を均一化することができる。
【００６１】
　（第２の実施形態）
　以下、第２の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００６２】
　本実施形態では、放電経路２０及び放電経路３０の並列回路を用いて放電を行った後、
放電経路２０を用いて放電を行い、更に放電経路３０を用いて放電を行う。
【００６３】
　図５に、本実施形態にかかる放電処理の態様を示す。なお、図５（ａ）～図５（ｄ）は
、先の図４（ａ）～図４（ｄ）と対応している。
【００６４】
　図示されるように、時刻ｔ２１にスイッチング素子２２及びスイッチング素子３２の双
方がオンとされることで、放電が開始される。そして、電圧検出部４０によって検出され
る電圧が所望の電圧Ｖａに近似する時刻ｔ２２において、スイッチング素子３２をオフと
する。これにより、放電に用いられる経路の抵抗値が上昇するため、２次電池Ｂ１～Ｂｎ
を含む放電のための閉ループ回路の全電圧降下に対する放電経路の電圧降下の比が増大す
る。これにより、時刻ｔ２２において、電圧検出部４０によって検出される電圧が上昇す
る。その後、再度電圧が低下し、時刻ｔ２２のときよりも更に所望の電圧Ｖａに近づく時
刻ｔ２３において、スイッチング素子２２をオフとして且つスイッチング素子３２をオン
とする。これにより、放電に用いられる経路の抵抗値が上昇するため、２次電池Ｂ１～Ｂ
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ｎを含む放電のための閉ループ回路の全電圧降下に対する放電経路の電圧降下の比が増大
する。これにより、時刻ｔ２３において、電圧検出部４０によって検出される電圧が上昇
する。そして、電圧が再度低下し、所望の電圧Ｖａとなると、スイッチング素子３２をオ
フとする。
【００６５】
　以上説明した本実施形態によれば、先の第１の実施形態の上記（１）～（３）の効果に
加えて、更に以下の効果が得られるようになる。
【００６６】
　（４）放電経路２０及び放電経路３０の並列回路を用いて放電を行うことで、抵抗値の
いっそう小さい放電経路を構成することができる。
【００６７】
　（第３の実施形態）
　以下、第３の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００６８】
　図６に、本実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す。なお、図６にお
いて、先の図１に示した部材と対応する機能を有する部材については便宜上同一の符号を
付している。
【００６９】
　図示されるように、本実施形態では、２次電池Ｂ１～Ｂｎのそれぞれと並列に単一の放
電経路２０が接続されている。そして、スイッチング素子２２の導通制御端子（スイッチ
ング素子２２としてのバイポーラトランジスタのベース端子）には、スイッチング素子６
０を介してオペアンプ６２の出力端子が接続されている。オペアンプ６２の反転入力端子
は、抵抗体２１及びスイッチング素子２２の接続点と接続されており、オペアンプ６２の
非反転入力端子には、基準電圧源６４の基準電圧Ｖｒｅｆが印加されている。
【００７０】
　電圧比較部５０は、電圧検出部４０によって検出される各２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧の
ばらつきに基づき、各２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧を、これらのうちの最低電圧に応じた所
望の電圧とすべくスイッチング素子６０をオンとすることで、２次電池Ｂ１～Ｂｎのうち
電圧が高いものを放電させる。
【００７１】
　図７に、スイッチング素子６０をオンさせたときの電圧検出部４０によって検出される
電圧の推移を示す。図中実線にて示されるように、電圧検出部４０によって検出される電
圧は、放電開始時の電圧Ｖ０から基準電圧Ｖｒｅｆへと低下する。このため、基準電圧Ｖ
ｒｅｆ近傍において電流値を制限することができるため、所望の電圧が基準電圧近傍であ
るときには、２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧を所望の電圧に特に高精度に制御することができ
る。この際、基準電圧Ｖｒｅｆは、組電池の常用域における各２次電池Ｂ１～Ｂｎの残存
容量（例えば「６０％」）と対応する電圧（例えば「３．６Ｖ」）とする。これにより、
所望の電圧の近傍で電流値を略ゼロとすることができる。
【００７２】
　これに対し、オペアンプ６２の非反転入力端子に印加される電圧をゼロとする場合の電
圧の推移を、一点鎖線にて示す。この場合には、放電経路２０が抵抗体２１からなる場合
と同様の推移を示し、電圧が基準電圧Ｖｒｅｆとなるときの電流値が大きなものとなる。
【００７３】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
【００７４】
　（５）オペアンプ６２の出力信号がスイッチング素子２２の導通制御端子に出力され、
オペアンプ６２の反転入力端子が抵抗体２１及びスイッチング素子２２の接続点に接続さ
れ、オペアンプ６２の非反転入力端子にゼロよりも大きな電圧が印加される設定とした。
これにより、所望の電圧となるときの実際の電流値を制限することができ、ひいては、電
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圧を高精度の制御することができる。
【００７５】
　（６）オペアンプ６２の出力端子及びスイッチング素子６０の導通制御端子間の導通及
び遮断を切り替えるスイッチング素子６０を更に備え、電圧の調整が所望されるときにス
イッチング素子６０を導通状態とした。これにより、電圧の調整が所望されないときに放
電経路を用いた放電を回避することができる。
【００７６】
　（７）オペアンプ６２の非反転入力端子に常用域の電圧を印加することで、所望の電圧
への電圧の調整をいっそう高精度に行うことができる。
【００７７】
　（第４の実施形態）
　以下、第４の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００７８】
　図８に、本実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す。なお、図８にお
いて、先の図１に示した部材と対応する機能を有する部材については便宜上同一の符号を
付している。
【００７９】
　図示されるように、本実施形態では、２次電池Ｂ１～Ｂｎのそれぞれと並列に単一の放
電経路２０が接続されている。放電経路２０は、抵抗体２１及びバイポーラトランジスタ
２３の直列接続体を備えて構成されている。そして、本実施形態では、バイポーラトラン
ジスタ２３の導通制御端子（ベース端子）に流れる電流を、放電初期よりも放電後期にお
いて減少させることで、コレクタ及びエミッタ間を流れる電流量を放電後期において制限
する。換言すれば、電圧検出部４０によって検出される電圧が所望の電圧近傍となること
でコレクタ及びエミッタ間を流れる電流を制限する。
【００８０】
　図９に、本実施形態にかかる放電処理の態様を示す。詳しくは、図９（ａ）は、バイポ
ーラトランジスタ２３のベースに流れる電流を示し、図９（ｂ）は、放電経路２０を流れ
る電流を示し、図９（ｃ）は、電圧検出部４０によって検出される電圧を示す。
【００８１】
　図示されるように、時刻ｔ３１に電圧比較部５０からバイポーラトランジスタ２３のベ
ースに電流を流すことで、バイポーラトランジスタ２３のコレクタ及びエミッタ間が導通
状態となり、放電経路２０を介した放電が開始される。これにより、電圧検出部４０によ
って検出される電圧は低下していく。そして、電圧検出部４０によって検出される電圧が
所望の電圧Ｖａ近傍となる時刻ｔ３２において、電圧比較部５０からバイポーラトランジ
スタ２３のベースに流れる電流を減少させる。なお、この際、バイポーラトランジスタ２
３のベース及びエミッタ間の電圧を検出し、この検出される電圧に応じて電流を可変させ
ることが望ましい。これにより、コレクタ及びエミッタ間を流れる電流も、ベース電流を
固定した場合と比較して制限されることとなる。このため、電圧検出部４０によって検出
される電圧は、２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧の高精度な検出値となる。そして、２次電池Ｂ
１～Ｂｎが所望の電圧Ｖａと略等しくなる時刻ｔ３３において、ベース電流をゼロとし、
放電を終了することができる。
【００８２】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
【００８３】
　（８）電圧検出部４０によって検出される電圧が所望の電圧Ｖａ近傍となるときにバイ
ポーラトランジスタ２３のベースに流れる電流を減少させることで、所望の電圧Ｖａとな
るときに放電経路２０を流れる電流を制限することができる。
【００８４】
　（第５の実施形態）
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　以下、第５の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００８５】
　図１０に、本実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す。なお、図１２
において、先の図１に示した部材と対応する機能を有する部材については便宜上同一の符
号を付している。
【００８６】
　図示されるように、本実施形態では、放電経路２０をスイッチング素子２２及び定電流
ダイオード２４の直列接続体を備えて構成し、放電経路３０を、スイッチング素子３２及
び定電流ダイオード３４の直列接続体を備えて構成する。ここで、定電流ダイオード２４
，３４の素子の仕様を、定電流ダイオード２４の出力電流Ｉａが定電流ダイオード３４の
出力電流Ｉｂよりも大きくなる設定とした。そして、電圧比較部５０では、スイッチング
素子２２，３２を操作することで、放電に際して実際に使用する経路を切り替える。
【００８７】
　図１１に、上記スイッチング素子２２，３２の操作による放電処理の態様を示す。ここ
で縦軸は、電圧検出部４０によって検出される電圧を、また横軸は放電電流を示す。
【００８８】
　図示されるように、電圧検出部４０によって検出される電圧が電圧Ｖ０であるときに放
電を開始する際、スイッチング素子２２をオン状態としスイッチング素子３２をオフ状態
とし、放電経路２０を介して放電をすることで、放電電流を出力電流Ｉａとする。そして
、電圧検出部４０によって検出される電圧が所望の電圧Ｖａ近傍となるとき、スイッチン
グ素子２２をオフ状態に、またスイッチング素子３２をオン状態に切り替える。これによ
り、放電経路３０を介して放電を行うことで、放電電流を出力電流Ｉａよりも小さい出力
電流Ｉｂとする。これにより、所望の電圧Ｖａ近傍における放電電流を好適に制限するこ
とができる。特に、放電開始点（Ｉａ，Ｖ０）と原点とを結ぶ直線（図中、１点鎖線）に
よって定まる所望の電圧Ｖａにおける電流量よりも、所望の電圧Ｖａとなるときの実際の
放電電流を小さくすることができる。
【００８９】
　以上説明した本実施形態によれば、先の第１の実施形態の上記（３）の効果に加えて、
更に以下の効果が得られるようになる。
【００９０】
　（９）放電経路２０，３０を、スイッチング素子２２，３２及び定電流ダイオード２４
，３４を備えて構成し、スイッチング素子２２，３２を操作することで放電に用いる放電
経路を選択した。これにより、実際に流れる電流を可変設定することができ、ひいては、
所望の電圧Ｖａ近傍において電流を制限することができる。
【００９１】
　（第６の実施形態）
　以下、第６の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に図面を参照し
つつ説明する。
【００９２】
　図１２に、本実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す。なお、図１２
において、先の図１に示した部材と対応する機能を有する部材については便宜上同一の符
号を付している。
【００９３】
　図示されるように、本実施形態では、互いに隣接するｎ個の２次電池Ｂｉ１～Ｂｉｎ（
ｉ＝１～ｍ）がブロックを構成している。そして、これら各ブロックの２次電池Ｂｉ１～
Ｂｉｎ毎に、これらと並列に放電経路２０、放電経路３０が接続されている。そして、電
圧検出部４０によって各ブロックの電圧が検出され、これに基づき、電圧比較部５０では
、スイッチング素子２２，３２を操作することで電圧の高いブロックの２次電池Ｂｉ１～
Ｂｉｎを放電させる。この際、放電経路２０及び放電経路３０の使用の仕方は、先の第１
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の実施形態の同様である。
【００９４】
　なお、ブロック毎に放電処理を行なう図１２に示す機能に加えて、先の図１に示したよ
うに、各２次電池Ｂｉｊ毎に放電処理を行なう機能を更に備えることが望ましい。
【００９５】
　以上説明した本実施形態によれば、各ブロックの２次電池Ｂｉ１～Ｂｉｎについて、先
の第１の実施形態の上記（１）～（３）の効果に準じた効果を得ることができる。
【００９６】
　（その他の実施形態）
　なお、上記各実施形態は、以下のように変更して実施してもよい。
【００９７】
　・上記第１～第６の実施形態では、スイッチング素子２２をバイポーラトランジスタに
て構成したが、これに限らず、例えばＭＯＳトランジスタであってもよい。
【００９８】
　・上記第１～第６の実施形態では、所望の電圧Ｖａを２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧の平均
値としたが、これに限らず、例えば２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧の最低値としてもよい。
【００９９】
　・上記第１の実施形態において、放電初期に放電経路２０及び放電経路３０を用い、放
電後期に放電経路２０及び放電経路３０のいずれか一方のみを用いるようにしてもよい。
この場合、抵抗体２１及び抵抗体３１の抵抗値を同一としてもよい。
【０１００】
　・上記第１及び第２の実施形態において、放電経路の数は、２つに限らない。
【０１０１】
　・放電電流が流れる放電経路の抵抗値を２次電池の電圧が低下するほど増大させる抵抗
可変手段としては、上記第１及び第２の実施形態で例示する電圧比較部５０に限らない。
例えば、各２次電池Ｂ１～Ｂｎと並列に単一の放電経路を接続するとともに放電経路内に
可変抵抗器を備えて且つ、可変抵抗器の抵抗値を調節する手段として抵抗可変手段を構成
してもよい。
【０１０２】
　・上記第３の実施形態では、オペアンプ６２の非反転入力端子に残存容量に対応する電
圧を印加したがこれに限らない。要は、オペアンプ６２の非反転入力端子にゼロよりも大
きな電圧を印加することで、電圧検出部４０によって検出される電圧及び放電電流につい
ての原点とこれらについての放電開始時の実際の値とを結ぶ直線（図７の一点鎖線）によ
って定まる所望の電圧における電流値よりも、所望の電圧となるときの実際の電流値を小
さくすればよい。これにより、所望の電圧となるときの電流値を制限することができるた
め、電圧検出部４０によって２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧を高精度に検出することができる
。
【０１０３】
　・上記第３の実施形態では、オペアンプ６２の非反転入力端子に印加される電圧を固定
値としたが、この印加電圧を可変設定してもよい。この際、都度の所望の電圧を印加電圧
とすることが望ましい。こうした設定とする場合には、電圧検出部４０を設けなくても、
２次電池Ｂ１～Ｂｎの電圧を所望の電圧に高精度に調整することができる。
【０１０４】
　・上記第３の実施形態においてスイッチング素子６０を備えていなくても、２次電池Ｂ
１～Ｂｎの電圧が基準電圧Ｖｒｅｆよりも大きくなることを回避するように放電を行うこ
とはできる。
【０１０５】
　・上記第５の実施形態では、放電開始点（Ｉａ，Ｖ０）と原点とを結ぶ直線（図中、１
点鎖線）によって定まる所望の電圧Ｖａにおける電流量よりも、所望の電圧Ｖａとなると
きの実際の放電電流を小さくする設定としたが、必ずしもこうした設定としなくても、所
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，３０を備える構成とすることで、所望の電圧に高精度に調整することと短時間で調整す
ることとの好適な両立を図ることができる。
【０１０６】
　・上記第５の実施形態においては、定電流ダイオード２４，３４の出力電流を互いに異
なる設定としたが、同一としてもよい。この場合であっても、放電初期において放電経路
２０，３０の双方を用い、放電後期において放電経路２０，３０のいずれか一方のみを用
いることで、所望の電圧近傍において放電電流を制限することができる。
【０１０７】
　上記第５の実施形態において、放電経路の数は、２つに限らない。また、印加電圧にか
かわらず一定の電流を放電する定電流放電手段としては、上記定電流ダイオードに限らな
い。この際、定電流放電手段は、定電流素子に限らず、例えばカレントミラー回路等を備
えて構成される定電流回路であってもよい。
【０１０８】
　・組電池の電圧調整装置としては、ハイブリッド車に搭載されるものに限らず、例えば
電気自動車に搭載されるものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】第１の実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す図。
【図２】同実施形態にかかる放電処理の態様を示すタイムチャート。
【図３】電圧調整に際しての調整精度と電流量との関係を示す図。
【図４】上記実施形態にかかる放電処理の態様を示すタイムチャート。
【図５】第２の実施形態にかかる放電処理の態様を示すタイムチャート。
【図６】第３の実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す図。
【図７】同実施形態にかかる放電電流と電圧との関係を示す図。
【図８】第４の実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す図。
【図９】同実施形態にかかる放電処理の態様を示すタイムチャート。
【図１０】第５の実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す図。
【図１１】同実施形態にかかる放電電流と電圧との関係を示す図。
【図１２】第６の実施形態にかかる組電池の電圧調整装置の全体構成を示す図。
【符号の説明】
【０１１０】
　１０…組電池、２０，３０…放電経路、２１，３１…抵抗体、２２，３２…スイッチン
グ素子、４０…電圧検出部、５０…電圧比較部、Ｂ１～Ｂｎ…２次電池。
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